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【元岡地区研究開発次世代拠点形成事業】公募要綱等修正箇所新旧対照表 

令和２年８月５日 
 
令和２年７月２日に公表した，元岡地区研究開発次世代拠点形成事業の公募要綱等からの修正箇所の対照表を以下に示します。 
 
■公募要綱 

該当箇所 修正前 修正後 
公募要綱 P4 
前文 

本事業の公募対象は，以下のとおりです。なお，土地開発公社
所有及びダイハツ九州所有地を一括して売却することとし，分
割や部分的な譲渡は行いません 

本事業の公募対象は，以下のとおりです。なお，土地開発公社
所有地及びダイハツ九州所有地を一括して売却することとし，
分割や部分的な譲渡は行いません。 

公募要綱 P4 
Ⅲ２ 

 
 

埋蔵文化財 ・市及びダイハツ九州による事前の試掘調査
の結果，埋蔵文化財は認められておりませ
ん。 

・また，埋蔵文化財包蔵地外となっています
が，工事中に埋蔵文化財を発見した場合は，
現状を変えることなく速やかに福岡市経済
観光文化局埋蔵文化財課まで連絡し，協議
を行ってください。 

 

埋蔵文化財 ・市及びダイハツ九州による事前の試掘調査
の結果，埋蔵文化財は認められておりませ
ん。 

・また，埋蔵文化財包蔵地外となっています
が，工事中に埋蔵文化財を発見した場合は，
現状を変えることなく速やかに福岡市経済
観光文化局埋蔵文化財課まで連絡し，協議
を行ってください。 

・なお、建築工事等で新たに埋蔵文化財が発
見された場合は事業者において対応するこ
とになります。 
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公募要綱 P8 
Ⅳ４(5) 

SPC の出資持分は，応募者の代表企業の出資比率及び議決権保
有割合が最大となること。また，応募者の議決権保有割合の合計
が 50％を超えること。ただし，SPC を会社法以外の法律に基づ
く法人とする場合で，かつ，事前の市の承諾がある場合はその限
りではない。 

SPC の出資持分は，応募者の代表企業の出資比率及び議決権保
有割合が最大となること。また，応募者の議決権保有割合の合計
が 50％を超えること。ただし，SPC を会社法に基づく株式会社
以外の法人とする場合で，かつ，事前の市の承諾がある場合はそ
の限りではない。 

公募要綱 P28 
Ⅷ11(1) 

事業者が開発 実施 計画及び開発実施計画，運営計画を変更する
場合は，市の承認を得るものとします。 

事業者が開発 事業 計画及び開発実施計画，運営計画を変更する
場合は，市の承認を得るものとします。 

 
■提案様式集 

該当箇所 修正前 修正後 
提案様式集 P20 
（様式 3-1-2） 

「元岡地区研究開発次世代拠点形成事業」について，公募要綱等
の記載内容を承知のうえ，下記のとおり提案価格を提示します。 
 

「元岡地区研究開発次世代拠点形成事業」について，公募要綱等
の記載内容を承知 し，かつ，これに同意 のうえ，下記のとおり
提案価格を提示します。 
 

 


